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総合生活改善闘争（2019春闘の取組み） 全組合収束！

「営業支援策」「賃金改善」とも
「収入の向上」につながる成果を獲得

　営業現場で働く組合員のみなさんの期待・納得感に応える
ために、「営業職員の実質的な収入の向上」をめざして取組み
を推進してきましたが、その成果はどうでしたか。

　今春闘では「年間総収入の向上」に取り組むことを統一要求基準として掲げ、取組
みを推進してきましたが、その成果はどうでしたか。

和歌山副委員長：今春闘においても、「営業支援策の充実」を最重要課題と位置付け
て取組みを推進しました。募集環境が厳しさを増す中、すべての組合がそれぞれの
課題認識に基づき、精力的な交渉を行ってきました。その結果、携帯端末の無償化な
ど、新年度の活動支援につながる幅広い回答が引き出されました。
　また、「賃金改善」では「月例給与」で初任給の引上げなどの「支給規定上の改善」や、

成績計上加算などの「新契約活動に対する労働評価」の充
実、「お客さまサービス活動に対する労働評価」の充実な
ど、「臨時給与」では支給条件の緩和などの回答が引き出
されており、春闘全体を通じて「実質的な収入の向上」に
つながる大きな成果が得られたものと評価しています。
　今後は、今春闘で獲得した成果を営業職員のみなさん
が十分に活用できるよう、教育・情報支援などを求めて
いくことが重要であると考えています。

「採用・育成・教育面」と「活動面」それぞれで
前進がはかられる

　営業職員の採用・育成など「営業職員体制の発展・強化の取
組み」では、具体的にどのような対応が引き出されましたか。

和歌山副委員長：今春闘でも、営業職員体制を取り巻く環境変化を踏まえ、「採用・
育成・教育問題への取組み」と「効果的な活動の実践に向けた取組み」を推進しま
した。
「採用・育成・教育面」では集合研修等の教育機会の増加、「活動プロセス」の評価、
採用数増加に向けた映像による会社PRの実施など、また「活動面」でもお客さま
との接点拡大につながる支援の実施など幅広い成果が得られています。
　厳しい募集環境の中、営業職員のみなさんが長く働き続けられる環境整備に向け
て、引き続き本取組みを推進していく必要があると考えています。

　今年度は、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組みとあわせ、「労働時間の
実態把握に基づく労使の課題意識の共有」をすべての組合が取り組む「統一共闘課題」と
して設定し、取組みを推進してきましたが、その成果について教えてください。

米田副委員長：昨今、「働き方改革」への対応が一層求められる中、今年度は、ワーク・ライフ・バランスの
実現に向けた取組みとあわせ、前述の統一共闘課題を設定し年間を通じて取り組みました。
　各組合がそれぞれの課題認識にもとづき労使で取組みを進めた結果、労働時間（早朝出勤を含む）や休暇取
得状況等の実態把握、長時間労働是正・休暇取得促進の取組みの人事評価への反映、勤務間インターバル制
度（11時間）や時間単位有休制度の導入、「柔軟な働き方」を可能とする「在宅勤務制度」「スライド勤務制」「フ
レックスタイム制」の導入など、幅広い項目で多くの対応が引き出されました。
今後は、獲得した制度を実効性あるものとしていくため、引き続き労使による具体的な改善策の協議・実
行を進めていくことが一層重要になると考えています。

　生保労連、組合員のみなさんが「働͖がい・生͖がい」を実感で͖る労働݅の改善・্をΊ͟し、「総合生活改善闘争（2019春闘の取組み）」を
ల։して͖·した。その取組みのՌにͭいて、Վࢁ営業৬員ҕ員長とถా内ۈ৬員・労働ࡦҕ員長にをฉ͖·した。

労使による課題意識の共有を通じて
ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた多くの対応が引き出される

幅広い成果を獲得！
各組合の精力的な交渉・協議により

～「営業支援策の充実」や「賃金改善」で、多くの組合が「収入の向上」につながる回答を引き出す～

営業職員関係 内勤職員関係

ワーク・ライフ・バランスおよび統一共闘課題˛Վࢁ෭ҕһ

多くの組合で
「年間総収入の向上」につながる回答を引き出す
米田副委員長：内勤職員の「賃金改善」の取組みでは、各組合が統一要求基準
を踏まえた要求を掲げ、精力的な交渉を展開しました。
　その結果、多くの組合で「年間総収入の向上」につながる前向きな回答を引
き出すことができました。具体的には、月例給与では特定層の引上げ(広義ベ
ア)、臨時給与では規定上の臨給ファンド増額や単年度の支給係数引上げ、年
収制では昇給ファンドの増額などの回答が引き出されました。また、パート・
契約社員の処遇改善では一時金の支給、単年度の臨給ファンド増額、退職金ポイント等の付与といった回
答が引き出されました。
　賃金改善を取り巻く環境が変化する中、内勤職員のみなさんの「働きがい・生きがい」のさらなる向上
に向け、引き続き本取組みを推進していきたいと考えています。

˛ถా෭ҕһ

労働条件の改善・向上につながる

　来る8月21日(水)に開催する第51回定期大会において、労連規約第40条に定める2019
年度の中央本部役員選挙を行いますので、規約第41条に定める選挙規程第5条に基づ
き、下記の通り公示を行います。 2019年6月24日

全国生命保険労働組合連合会
第51回定期大会選挙管理委員会
委 員 長  தଜɹਸ

１．選挙公示日     2019年6月24日（月）
２．選 挙 期 日 2019年8月21日（水）
３．本部役員および定数
　中央執行委員長(１名)、中央副執行委員長(若干名)、中央書記長(１名)、中央副書
記(１名)、中央執行委員(若干名)、特別中央執行委員（若干名）、中央会計監査(２名)

４．本部役員候補者の届出
　本部役員候補者の届出は、組合本部より届出締切日までに所定の用紙（各単位組合委員
長宛に同封）に必要事項を記載の上、選挙管理委員長に提出すること。

　  　なお、同一人が二つ以上の役職に重複して立候補することは出来ません。
５．候補者の届出締切日、届出先
○届出締切日   2019年7月17日（水）必着
○届 出 先　 東京都文京区湯島3-19-5 湯島三組坂ビル３階　 生保労連選挙管理委員長宛

６．被選挙人（本部役員候補者）の公示
 　被選挙人の公示は、届出締切後直ちに行います。
 　なお、公示は各単位組合本部への通知をもってかえさせていただきます。

2019年度  中央本部役員選挙公示
　生保労連で、Ҏ下のఔで

「第51回ఆظ大会」を։࠵する
༧ఆです。
　新の運動ํ（Ҋ）݄̓
の中ԝࣥߦҕ員会でܾఆし、ఆ
。大会でఏҊし·すظ

●2018年度 活動経過報告（一般活動経過報告、連合関係報告）
●2018年度 会計決算報告・会計監査報告
●特別報告①　総合生活改善闘争（2019春闘の取組み）の成果と課題
●特別報告②　「労連運動の今後の方向性に関する研究会」報告

●2019年度　運動方針(案)
●2019年度　会計予算(案)
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 １．経過報告

 2 ．運動方針

記

定期大会を開催します！生保労連第51回

　2019年8月21日（水）午前9:30開会
　日暮里「ホテル・ラングウッド」2Ｆ

内 容

日 時
会 場




